
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

歩行者利便増進道路（ほこみち）として指定された路線に、利便増進誘導区域を指定します。 

当区域では、道路占用許可が柔軟に認められ、歩行者の利便増進のために必要な施設（カフェ、

ベンチ等）を配置することができ、歩道内でテラス営業等が可能になります。 

 

【上田地域での考え方】上田駅前通り（国道 141 号、幅員 3.8m の箇所の場合） 

※指定区域イメージ①か②を選択             今回指定地は「指定区域イメージ②」を選択 

          3.8m 歩道 （例） 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

長野県（上田建設事務所）プレスリリース  令和５年（2023 年） ３月 27 日 

 歩行者利便増進道路（ほこみち）における 

利便増進誘導区域を指定します 

上田建設事務所 維持管理課 
（課長）森泉竜二 （担当）杠咲良 
電 話  0268-25-7164（直通） 内線 2514 
F A X  0268-24-9996 
E-mail ueken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp 

歩行者利便増進道路制度（ほこみち） 指定路線（令和３年３月指定） 

・（国）１４１号（中央 1 丁目交差点～原町交差点） 

・（主）小諸上田線（横町交差点～中央 2 丁目交差点） 

 

原町交差点 

上田駅 

横町交差点 

中央 2 丁目交差点 

中央 1 丁目交差点 

○区域の指定に係る考え方 

・有効幅員（歩道）2.0ｍ以上を確保すること 

・視覚障がい者用ブロックからの離隔を 60 ㎝以上とすること 

・既存の物件（植栽、街路灯等）が優先されること 

 ※他条件等は維持管理課管理係までお問い合わせください。 
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2.0m以上の幅員を確保 
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2.0m 以上の幅員を確保 

利便増進誘導区域指定地 

 


